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問い合わせ先：愛知県立大学  学務部学務課 教育福祉学部担当 
 

〒４８０－１１９８  愛知県長久手市茨ケ廻間１５２２－３ 

電話：０５６１－７６－８８２２ （ダイヤルイン） 
E-mail：kyofuku@bur.aichi-pu.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出願書類請求方法] 
上記問い合わせ先のメールアドレス宛に、請求してください。その際、メールの件名に「教

育福祉学部 研究生出願書類請求」と記載し、メールの本文に「氏名、国籍、連絡先、希望す

る入学時期」を明記してください。 

また、愛知県立大学学務課の窓口でも配布しています。 

  

出願期間 前期：２０２５年１２月１５日（月）から１２月２３日（火）まで（土・日曜日は除く） 

後期：２０２６年 ６月１５日（月）から ６月２３日（火）まで（土・日曜日は除く） 

  

※ 出願期間に間に合うようご請求ください。 

※ ご記入いただいた氏名等は請求資料の送付のみに使用します。 
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１．出願資格 

次の各号のいずれにも該当する者又は入学までに該当見込みの者で、愛知県立大学教育福

祉学部において特別な課題について研究しようとする者。 

(1) 大学を卒業した者又は同等以上の学力があると認められる者（※）。 

(2) 指導教員から、研究生としての受入れの許可を得ている者。 

※大学を卒業した者と判断できない場合は、それと同等以上の学力があると認められるかど

うかの資格審査を行います。 

 

２．募集人員 

若干名 

 

３．研究期間 

原則として１年以内とします。ただし、申請により期間の延長又は短縮を許可することもありま

す。また、入学時期は、学年又は学期の始めとします。 

 

４．出願手続 

(1) 出願期間 

前期： ２０２５年１２月１５日（月）から２０２５年１２月２３日（火）まで（土・日曜日は除く） 

後期： ２０２６年 ６月１５日（月）から２０２６年 ６月２３日（火）まで（土・日曜日は除く） 

 

(2) 入学検定料 

９，８００円 

【振込期間】 

前期： ２０２５年１２月 ８日（月）から２０２５年１２月２３日（火）まで 

      後期： ２０２６年 ６月 ８日（月）から２０２６年 ６月２３日（火）まで 

 

  別添の振込用紙で振り込み後、「入学検定料納付証明書」を研究生入学願書の「入学検

定料納付証明書貼付欄」に貼付してください。 

  【振込に関する注意事項】 

ア 振込用紙の「ご依頼人」欄は、出願者の氏名等を黒のボールペンで正確に記入して

ください。 

イ 振込をしたときに、必ず「入学検定料納付証明書」の「出納済印」欄に金融機関の押

印があることを確認してください。 

ウ 振込用紙は、機械処理するので、汚したり、曲げたりしないでください。 

エ 振込手数料は、出願者本人の負担です。 

オ 納付された検定料は、還付しません。 
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【振込場所】 

全国の金融機関（普通銀行、信託銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用組合、労

働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び漁業

協同組合の各店舗）の窓口で、振り込みをしてください。 

ＡＴＭ（現金自動預払機）は、利用しないでください。なお、ゆうちょ銀行・郵便局及びコ

ンビニでは取り扱うことができません。 

 

  【注意】 

       海外からの送金の場合は、支払い証明書をメール添付にて送付してください。また、

海外送金の場合には、入金確認までに日数を要するため、振込期間内に入金が確認

できるよう、送金手続きを早めに行ってください。※送金手数料は、出願者本人の負担と

なります。 

 

(３) 出願方法  

出願書類を、出願期間内に到着するよう郵送するか又は持参すること。 

※ ただし、郵送の場合は、EMS（国際スピード郵便）など、日付指定で記録が残る方法を

取ること。 

※ 出願書類に不備がある場合は受付できません。 

※ メール添付での提出は受付できません。 

※ 学務課（H棟１階）への提出は、午前９時から午後５時までに提出してください。 

※ 提出された出願書類は、返還しません。 

 

(4) 書類の提出先 

   愛知県立大学 学務部学務課 教育福祉学部(H棟 1階) 

 

(５) 書類の受付時間 

   午前９時から午後５時 
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(６) 出願書類（注） 

ア 研究生入学願書(様式１) 

イ 研究計画書(様式２) 

ウ 履歴書(様式３) ※ 出願前３ヶ月以内に撮影した写真を貼付してください。 

エ 卒業（見込）証明書※ 愛知県立大学又は愛知県立女子短期大学の卒業生は不要。 

オ 単位修得証明書※ 愛知県立大学又は愛知県立女子短期大学の卒業生は不要。 

カ 成績証明書※ 愛知県立大学又は愛知県立女子短期大学の卒業生は不要。 

    キ 卒業証書の写し 

    ク 学位記の写し 

ケ 勤務先所属長の承諾書（該当者のみ） 

コ パスポートの顔写真のページの写し 

サ 【日本国籍を有しない者のみ】独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学試験

（出題言語日本語）又は独立行政法人国際交流基金及び財団法人日本国際教育支援

協会が行う日本語能力試験Ｎ2（旧 2級）以上の合格結果通知書又は認定書の写し 

  （※原本は入学手続きの際に持参してください。確認後、返却します。） 

シ その他学部長が必要と認める書類（該当者のみ） 

    注１：各種証明書等に記載された氏名と現在の氏名が異なる者は、戸籍抄本、住民票等改

氏名したことが証明できる書類をあわせて提出してください。 

注２：出願書類のうち、外国語で発行される書類は、日本語訳を併せて提出してください。 

 

５．選考方法 

原則として書類選考及び面接によります。 

 

６．選考結果の通知 

郵送又はメールで通知します。 

   【発送日】 ※ 都合により日程が前後する場合があります。 

前期： ２０２６年１月１９日（月） 

後期： ２０２６年７月２１日（火） 

 

７．入学手続（在留資格申請を含む） 

詳細については、選考結果通知の際にお知らせします。 

 

 (1) 入学手続期間（予定） 

前期： ２０２６年３月２５日（水）から２０２６年３月３１日（火）まで 

後期： ２０２６年９月 ８日（火）から２０２６年９月１４日（月）まで 

 

※ 受付時間は平日午前９時から午後５時までです。 
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※ 入学手続きは、原則本人が行ってください。やむを得ない事情により本人が来ることが

できない場合は、学務課に連絡したうえで、郵送（簡易書留・必着）又は代理人により

手続きを行ってください。 

※ 上記の方法が困難な場合は、提出書類をメール添付で送付し、後日、原本を学務課

へ持参してください。 

※ 期間内に入学手続きを行わない場合は、入学許可を取り消すことがあります。 

 

(2) 提出書類 （用紙等は選考結果通知の際に送付します。） 

① 入学料納付証明書   ② 保証書・身元引受書（保証人２名必要） 

③ 研究生調査書（写真貼付）  ④ 研究生証（写真貼付）   

⑤在留資格が付記されたパスポート又は在留カードの写し 

※書類提出時に確認するため、原本を持参すること。 

 

(3)入学料及び授業料 

 金額 納入期間 

入学料 ８４，６００円 (1)の入学手続期間 

授業料 
月額 

２９，７００円 

当初の月の末日までに３ヶ月分（８９，１００円）を一括納

付すること （※３ヶ月ごとの納付になります） 

     ※ 授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。 

     ※ 納付された入学料及び授業料は返還しません。 

 

８．研究成果報告 

   研究生は、研究期間が終了する１ヶ月前までに、研究成果報告書を指導教員に提出してくだ 

さい。 

 

９．個人情報の取扱いについて 

  個人情報については、個人情報保護に関連する法令に基づき適切に管理します。 

(1) 利用目的について 

 出願時に得た氏名・住所等の個人情報は、選考、選考結果の通知、入学手続事務を行うた 

めに利用します。 

(2) 第三者への個人情報の提供 

 取得した個人情報を本人の同意なく第三者に提供することはありません。 

 ただし、個人情報の保護に関連する法令の定めるところにより、提供すべき義務を負う場合 

 には本人の同意を得ることなく個人情報を提供することがあります。 

 

１０．安全保障輸出管理について 

愛知県立大学では「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づき、「愛知県立大学安全保障

輸出管理規程」を制定し、外国人留学生等の受け入れに際して厳格な審査を実施します。 
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該非判定の結果によっては、希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合がありま

すので、注意してください。 

 

１１．その他  

   (1) 学部授業の聴講 

研究生は、指導教員及び授業担当教員の承諾を得て、研究上必要な範囲で学部の授業

を聴講することができます。 

 

  (2) 学部学生に関する規定の準用 

  研究生については、特に定めのあるものを除くほか、学部学生に関する規定を準用します。 

 

以上 


